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○

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
七
号
）

改

正

案

現

行

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
指
針
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

こ
の
指
針
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四

の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。

条
の
三
並
び
に
第
三
章
第
一
節
及
び
第
二
節
の
規
定
に
よ
り
派
遣
元
事
業
主
が

）
第
二
十
四
条
の
三
、
第
三
章
第
一
節
及
び
第
二
節
の
規
定
に
よ
り
派
遣
元
事

講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要

業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め

な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
派
遣
元
事
業
主
が

講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
必
要
な
事
項
と
併
せ
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
派
遣
元
事

業
主
が
個
人
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
も
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

一

（
略
）

一

（
略
）

二

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

労
働
契
約
の
締
結
に
際
し
て
配
慮
す
べ
き
事
項

雇
用
契
約
の
締
結
に
際
し
て
配
慮
す
べ
き
事
項

（一）

（一）

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
を
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
よ
う
と

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
を
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
希
望
及
び
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
け
る
労

す
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
希
望
及
び
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
け
る
労

働
者
派
遣
の
期
間
を
勘
案
し
て
、
労
働
契
約
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
期

働
者
派
遣
の
期
間
を
勘
案
し
て
、
雇
用
契
約
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
期
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間
を
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
け
る
労
働
者
派
遣
の
期
間
と
合
わ
せ
る

間
を
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
け
る
労
働
者
派
遣
の
期
間
と
合
わ
せ
る

等
、
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
す
る
よ

等
、
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
配
慮
を
す
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。

う
努
め
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

（二）

（三）

（二）

（三）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

八

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
福
祉
の
増
進
等

八

派
遣
労
働
者
の
福
祉
の
増
進

有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
の
期
間
を
定
め
な
い
で
雇
用
さ
れ
る
労
働
者

福
利
厚
生
等
の
措
置
に
係
る
派
遣
先
の
労
働
者
と
の
均
衡
に
配
慮
し
た

（一）

（一）

へ
の
転
換
の
推
進

取
扱
い

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
に
係
る
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
上

講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
派
遣
労
働
者
又
は
派

で
有
用
な
物
品
の
貸
与
や
教
育
訓
練
の
実
施
等
を
は
じ
め
と
す
る
派
遣
労

遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
派
遣
労
働
者
等
」
と
い
う
。
）

働
者
の
福
利
厚
生
等
の
措
置
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
派
遣
先
に
雇
用
さ

に
対
し
、
労
働
契
約
の
締
結
及
び
更
新
、
賃
金
の
支
払
等
の
機
会
を
利
用

れ
派
遣
労
働
者
と
同
種
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
等
の
福
利
厚
生

し
、
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
活
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
掲
げ

等
の
実
状
を
把
握
し
、
当
該
派
遣
先
に
お
い
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者

る
期
間
を
定
め
な
い
で
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
た
め

と
の
均
衡
に
配
慮
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

の
措
置
の
派
遣
労
働
者
等
の
希
望
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

派
遣
先
の
労
働
者
と
の
均
衡
に
配
慮
し
た
取
扱
い

派
遣
労
働
者
の
適
性
、
能
力
、
希
望
等
に
適
合
す
る
就
業
機
会
の
確
保

（二）

（二）

イ

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
決
定
に

等

当
た
っ
て
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
趣
旨
を
踏
ま

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
又
は
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
よ

え
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る

う
と
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
者
の
適
性
、
能
力
等
を
勘
案
し

派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
水
準
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ

て
、
最
も
適
合
し
た
就
業
の
機
会
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
就
業
す
る

、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
一

期
間
及
び
日
、
就
業
時
間
、
就
業
場
所
、
派
遣
先
に
お
け
る
就
業
環
境
等
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般
の
労
働
者
の
賃
金
水
準
又
は
当
該
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
能

に
つ
い
て
当
該
労
働
者
の
希
望
と
適
合
す
る
よ
う
な
就
業
機
会
を
確
保
す

力
若
し
く
は
経
験
等
を
勘
案
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
元

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
労
働
者
は
そ
の
有

事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
成
果
、
意
欲
等
を
適
切
に
把
握
し

す
る
知
識
、
技
術
、
経
験
等
を
活
か
し
て
就
業
機
会
を
得
て
い
る
こ
と
に

、
当
該
職
務
の
成
果
等
に
応
じ
た
適
切
な
賃
金
を
決
定
す
る
よ
う
努
め

か
ん
が
み
、
派
遣
元
事
業
主
は
、
就
業
機
会
と
密
接
に
関
連
す
る
教
育
訓

る
こ
と
。

練
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

ロ

派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
派
遣
先

に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
水
準
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
結
果
の
み

を
も
っ
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
賃
金
を
従
前
よ
り
引
き
下
げ
る
よ
う

な
取
扱
い
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
趣
旨
を
踏
ま

え
た
対
応
と
は
い
え
な
い
こ
と
。

ハ

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
の
趣
旨

を
踏
ま
え
、
労
働
者
派
遣
に
係
る
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
上
で
有
用

な
物
品
の
貸
与
や
教
育
訓
練
の
実
施
等
を
始
め
と
す
る
派
遣
労
働
者
の

福
利
厚
生
等
の
措
置
に
つ
い
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務

と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
福
利
厚

生
等
の
実
状
を
把
握
し
、
当
該
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
と
の
均

衡
に
配
慮
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

派
遣
労
働
者
等
の
適
性
、
能
力
、
経
験
、
希
望
等
に
適
合
す
る
就
業
機

（三）
会
の
確
保
等

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
等
に
つ
い
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
等

の
適
性
、
能
力
、
経
験
等
を
勘
案
し
て
、
最
も
適
合
し
た
就
業
の
機
会
の

確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
就
業
す
る
期
間
及
び
日
、
就
業
時
間
、
就
業
場
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所
、
派
遣
先
に
お
け
る
就
業
環
境
等
に
つ
い
て
当
該
派
遣
労
働
者
等
の
希

望
と
適
合
す
る
よ
う
な
就
業
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
労
働
者
等
は
そ
の
有
す
る
知
識
、
技
術
、
経
験

等
を
活
か
し
て
就
業
機
会
を
得
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
派
遣
元
事
業
主
は

、
就
業
機
会
と
密
接
に
関
連
す
る
教
育
訓
練
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

九

（
略
）

九

（
略
）

十

個
人
情
報
の
保
護

十

個
人
情
報
の
保
護

個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
使
用

個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
使
用

（一）

（一）

イ

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
登
録
す
る

イ

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
登
録
す
る

際
に
は
当
該
労
働
者
の
希
望
、
能
力
及
び
経
験
に
応
じ
た
就
業
の
機
会

際
に
は
当
該
労
働
者
の
希
望
及
び
能
力
に
応
じ
た
就
業
の
機
会
の
確
保

の
確
保
を
図
る
目
的
の
範
囲
内
で
、
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
労
働

を
図
る
目
的
の
範
囲
内
で
、
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
労
働
者
派
遣

者
派
遣
を
行
う
際
に
は
当
該
派
遣
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
う

を
行
う
際
に
は
当
該
派
遣
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
う
目
的
の

目
的
の
範
囲
内
で
、
派
遣
労
働
者
等
の
個
人
情
報
（

及
び

に
お
い

範
囲
内
で
、
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
及
び
派
遣
労
働
者
（
以

（一）

（二）

て
単
に
「
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲

下
「
派
遣
労
働
者
等
」
と
い
う
。
）
の
個
人
情
報
（

及
び

に
お
い

（一）

（二）

げ
る
個
人
情
報
を
収
集
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
業

て
単
に
「
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲

務
上
の
必
要
性
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
他
業
務
の
目
的
の
達
成
に
必
要

げ
る
個
人
情
報
を
収
集
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
な
業

不
可
欠
で
あ
っ
て
、
収
集
目
的
を
示
し
て
本
人
か
ら
収
集
す
る
場
合
は

務
上
の
必
要
性
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
他
業
務
の
目
的
の
達
成
に
必
要

こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

不
可
欠
で
あ
っ
て
、
収
集
目
的
を
示
し
て
本
人
か
ら
収
集
す
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（イ）

（ハ）

（イ）

（ハ）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

個
人
情
報
の
保
管
又
は
使
用
は
、
収
集
目
的
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ

ニ

個
人
情
報
の
保
管
又
は
使
用
は
、
収
集
目
的
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ



- 5 -

と
。
な
お
、
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
労
働
者
派
遣
を
行
う
際
に
は

と
。
な
お
、
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
労
働
者
派
遣
を
行
う
際
に
は

、
労
働
者
派
遣
事
業
制
度
の
性
質
上
、
派
遣
元
事
業
主
が
派
遣
先
に
提

、
労
働
者
派
遣
事
業
制
度
の
性
質
上
、
派
遣
元
事
業
主
が
派
遣
先
に
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
派
遣
労
働
者
の
個
人
情
報
は
、
労
働
者
派
遣
法

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
派
遣
労
働
者
の
個
人
情
報
は
、
労
働
者
派
遣
法

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
先
に
通
知
す
べ
き
事
項
の
ほ

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
派
遣
先
に
通
知
す
べ
き
事
項
の
ほ
か
、
当

か
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
情
報
に
限
ら
れ
る

該
派
遣
労
働
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
情
報
に
限
ら
れ
る
も
の
で

も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
保
管
若
し
く
は
使
用
の
目
的
を
示

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
保
管
若
し
く
は
使
用
の
目
的
を
示
し
て
本

し
て
本
人
の
同
意
を
得
た
場
合
又
は
他
の
法
律
に
定
め
の
あ
る
場
合
は

人
の
同
意
を
得
た
場
合
又
は
他
の
法
律
に
定
め
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の

、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。

限
り
で
な
い
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（二）

（二）

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
遵
守
等

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
遵
守
等

（三）

（三）

及
び

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
派
遣
元
事
業
主
は
、
個
人
情
報
の

及
び

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
派
遣
元
事
業
主
は
、
個
人
情
報
の

（一）

（二）

（一）

（二）

保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項

(

以
下
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
と
い
う
。)
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者(

以
下
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」

同
法
第
四
章
第
一
節
に
規
定
す
る
義
務
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
い
う
。)

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
四
章
第
一
節
に
規
定
す
る

と
。
ま
た
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

義
務
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
個
人
情
報
取
扱
事
業

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
準
じ
て
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保

者
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
準
じ
て

に
努
め
る
こ
と
。

、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

十
一

派
遣
労
働
者
の
特
定
を
目
的
と
す
る
行
為
に
対
す
る
協
力
の
禁
止
等

十
一

派
遣
労
働
者
の
特
定
を
目
的
と
す
る
行
為
に
対
す
る
協
力
の
禁
止
等

派
遣
元
事
業
主
は
、
紹
介
予
定
派
遣
の
場
合
を
除
き
、
派
遣
先
に
よ
る

派
遣
元
事
業
主
は
、
紹
介
予
定
派
遣
の
場
合
を
除
き
、
派
遣
先
に
よ
る

（一）

（一）

派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
に
協
力
し
て
は
な
ら

派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
に
協
力
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。
な
お
、
派
遣
労
働
者
等
が
、
自
ら
の
判
断
の
下
に
派
遣
就
業

な
い
こ
と
。
な
お
、
派
遣
労
働
者
又
は
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者

開
始
前
の
事
業
所
訪
問
若
し
く
は
履
歴
書
の
送
付
又
は
派
遣
就
業
期
間
中

が
、
自
ら
の
判
断
の
下
に
派
遣
就
業
開
始
前
の
事
業
所
訪
問
若
し
く
は
履

の
履
歴
書
の
送
付
を
行
う
こ
と
は
、
派
遣
先
に
よ
っ
て
派
遣
労
働
者
を
特

歴
書
の
送
付
又
は
派
遣
就
業
期
間
中
の
履
歴
書
の
送
付
を
行
う
こ
と
は
、
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定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
は
該
当
せ
ず
、
実

派
遣
先
に
よ
っ
て
派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
が

施
可
能
で
あ
る
が
、
派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
等
に
対
し
て
こ
れ

行
わ
れ
た
こ
と
に
は
該
当
せ
ず
、
実
施
可
能
で
あ
る
が
、
派
遣
元
事
業
主

ら
の
行
為
を
求
め
な
い
こ
と
と
す
る
等
、
派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と

は
、
派
遣
労
働
者
又
は
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
こ
れ

を
目
的
と
す
る
行
為
へ
の
協
力
の
禁
止
に
触
れ
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る

ら
の
行
為
を
求
め
な
い
こ
と
と
す
る
等
、
派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と

こ
と
。

を
目
的
と
す
る
行
為
へ
の
協
力
の
禁
止
に
触
れ
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る

こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（二）

（二）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

十
三

情
報
の
提
供

十
三

情
報
の
公
開

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
及
び
派
遣
先
が
良
質
な
派
遣
元
事
業
主

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
及
び
派
遣
先
が
良
質
な
派
遣
元
事
業
主

を
適
切
に
選
択
で
き
る
よ
う
、
労
働
者
派
遣
の
実
績
、
労
働
者
派
遣
に
関
す

を
適
切
に
選
択
で
き
る
よ
う
、
労
働
者
派
遣
の
実
績
、
派
遣
料
金
の
額
、
派

る
料
金
の
額
の
平
均
額
か
ら
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
額
の
平
均
額
を
控
除
し

遣
労
働
者
の
賃
金
の
額
、
教
育
訓
練
そ
の
他
事
業
運
営
の
状
況
に
関
す
る
情

た
額
を
当
該
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
で
除
し
て
得
た
割

報
を
公
開
す
る
こ
と
。

合
、
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
等
に
関
す
る
情
報
を
事
業
所
へ
の
書
類
の
備

付
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
提
供
す
る

こ
と
。


